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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ボウル面に光触媒層が形成された便器に設置されて用いられる、吐水口から洗浄水を噴
射して使用者の身体を洗浄する洗浄ノズルを備えてなる衛生洗浄装置であって、その内部
に設けられた通水配管が、シリコーンを溶出しない材料で構成されてなり、
　前記洗浄ノズルの吐水口から洗浄水が噴射された後、光触媒層が形成されてなる便器ボ
ウル面に水滴として付着した前記洗浄水が乾燥する前に、前記便器ボウル面を洗浄する便
器洗浄手段をさらに有してなることを特徴とする、衛生洗浄装置。
【請求項２】
　ボウル面に光触媒層が形成された便器に設置されて用いられる、吐水口から洗浄水を噴
射して使用者の身体を洗浄する洗浄ノズルを備えてなる衛生洗浄装置であって、その内部
に設けられた通水配管が、シリコーンを含み、かつ当該シリコーンの溶出量が７２５ｐｐ
ｂ以下のものであることを特徴とする、衛生洗浄装置。
【請求項３】
　前記洗浄ノズルの吐水口から洗浄水が噴射された後、光触媒層が形成されてなる便器ボ
ウル面に水滴として付着した前記洗浄水が乾燥する前に、前記便器ボウル面を洗浄する便
器洗浄手段をさらに有してなる、請求項２に記載の衛生洗浄装置。
【請求項４】
　水道水から殺菌水を生成する殺菌水生成ユニットと、前記殺菌水が通る通水配管と、便
器洗浄後に前記便器ボウル面に前記殺菌水を噴霧する噴霧ノズルとをさらに備えてなり、
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　前記噴霧ノズルが、前記便器洗浄手段動作後、前記便器ボウル面に残った水が乾燥する
前に前記殺菌水を噴霧するものである、請求項１または３に記載の衛生洗浄装置。
【請求項５】
　前記通水配管のうち、前記洗浄水が通る通水配管、水道水が通る通水配管、または前記
殺菌水が通る通水配管が、熱可塑性樹脂からなるものである、請求項４に記載の衛生洗浄
装置。
【請求項６】
　前記洗浄水が通る通水配管、前記水道水が通る通水配管、又は前記殺菌水が通る通水配
管が、オレフィン系エラストマからなるものである、請求項５に記載の衛生洗浄装置。
【請求項７】
　前記通水配管のうち、酸性水が通る通水配管、又はアルカリ水が通る通水配管が、合成
ゴムからなるものである、請求項１～４のいずれか一項に記載の衛生洗浄装置。
【請求項８】
　前記酸性水が通る通水配管、又は前記アルカリ水が通る通水配管が、エチレンプロピレ
ンゴムからなるものである、請求項７に記載の衛生洗浄装置。
【請求項９】
　前記通水配管のうち、酸性水が通る通水配管、又はアルカリ水が通る通水配管が、熱可
塑性樹脂からなるものである、請求項１～４のいずれか一項に記載の衛生洗浄装置。
【請求項１０】
　前記酸性水が通る通水配管、又は前記アルカリ水が通る通水配管が、オレフィン系エラ
ストマからなるものである、請求項９に記載の衛生洗浄装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光触媒層が形成された便器ボウル面の撥水化を抑制し、光触媒層の機能を低
下させることのない、衛生洗浄装置に関する。より詳しくは、この便器ボウル面に、衛生
洗浄装置を構成する部品に由来する撥水化成分が付着するのを抑制または防止することに
より、光触媒層の機能を良好に維持可能な、衛生洗浄装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　便器の清潔状態を維持するために、便器ボウル面に光触媒層を形成した便器が提案され
ている。例えば、特開２００６－３１６６０７号公報（特許文献１）には、洋風便器本体
の便鉢の鉢面に、光触媒を含む防汚層が設けられ、この防汚層に紫外線を照射する防汚装
置が提案されている。鉢面に付着した臭気成分や汚れ成分を光触媒が分解し、防汚効果を
長期に亘って発揮する。また、光励起により光触媒が親水化し、この親水性により汚れが
付着し難くなり、清潔な状態を維持出来る。
【０００３】
　また、吐水口から洗浄水を噴射して使用者の身体を洗浄する洗浄ノズルを備えてなる衛
生洗浄装置付きの便器が広く知られている。この衛生洗浄装置内の通水配管のうち、洗浄
ノズルに給水する配管には、洗浄ノズルが使用に応じて進出運動するため可撓性が求めら
れる。従って、従来、この配管には可撓性に優れたシリコーンチューブが使用されている
。また、この衛生洗浄装置は通常便器の後部上部に設置されるため、その限られたスペー
ス内で通水配管を無理なく配置する必要がある。この意味からも可撓性に優れたシリコー
ンチューブが好んで用いられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－３１６６０７号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明者らが、使用者の身体を洗浄する洗浄ノズルを備えてなる衛生洗浄装置と、ボウ
ル面に光触媒層が形成された便器とを組み合わせて使用し、便器ボウル面を詳細に観察し
たところ、便器ボウル面が時間の経過とともに撥水化する現象が観察された。設置直後、
または酸等による洗浄直後は光触媒層の作用により親水化しているボウル面であるが、定
期的にボウル面に紫外線を照射しているにも係らず、時間の経過と共に光触媒層の作用が
十分に発現せずに、その表面がむしろ撥水化してしまう現象である。このような撥水化が
生じると、親水性による防汚効果が期待できなくなり、さらに光触媒による分解作用も低
下してしまう。
【０００６】
　本発明者らは、今般、この撥水化がシリコーン、特に低分子シリコーンに起因するもの
であり、かつその出所が主に吐水口から洗浄水を噴射して使用者の身体を洗浄する洗浄ノ
ズルを備えてなる衛生洗浄装置内の通水配管であるとの知見を得た。そして、この通水配
管を構成する材料としてシリコーンを溶出しない材料を選択することで上記のような撥水
化が有効に防止できるとの知見を得た。本発明は以上の知見に基づくものである。
【０００７】
　従って、本発明は、光触媒層が形成された便器ボウル面の撥水化を抑制し、光触媒層の
機能を良好に維持可能な、衛生洗浄装置の提供をその目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　そして、本発明による衛生洗浄装置は、ボウル面に光触媒層が形成された便器に設置さ
れて用いられる、吐水口から洗浄水を噴射して使用者の身体を洗浄する洗浄ノズルを備え
てなる衛生洗浄装置であって、その内部に設けられた通水配管が、シリコーンを溶出しな
い材料で構成されてなることを特徴とするものである。
【０００９】
　本発明の一つの態様によれば、本発明による衛生洗浄装置は、前記洗浄ノズルの吐水口
から洗浄水が噴射された後、光触媒層が形成された便器ボウル面に水滴として付着した前
記洗浄水が乾燥する前に、前記便器ボウル面を洗浄する便器洗浄手段をさらに有してなる
。
【００１０】
　本発明の別の態様によれば、前記衛生洗浄装置は、水道水から殺菌水を生成する殺菌水
生成ユニットと、前記殺菌水が通る通水配管と、便器洗浄後に便器ボウル面に前記殺菌水
を噴霧する噴霧ノズルとをさらに備えてなり、前記噴霧ノズルが、前記便器洗浄手段動作
後、便器ボウル面に残った水が乾燥する前に、前記殺菌水を噴霧するものである。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明による衛生洗浄装置の構成図および通水配管図である。
【図２】酸性水またはアルミニウムイオン含有酸性水を生成するユニットをさらに備えて
なる、本発明による衛生洗浄装置の構成図および通水配管図である。
【図３】便器の使用者がトイレに入室してから退室後所定の時間までの、本発明による衛
生洗浄装置およびこれが設置されて用いられる便器における動作仕様を示す概略図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
定義
　本発明による衛生洗浄装置の内部に設けられた各部品および通水配管を通る液体を以下
のとおり定義する。すなわち、本明細書において、「水道水」とは、通常に供給される水
道水（上水）を意味するものとする。また、「殺菌水」とは、本発明による衛生洗浄装置
が具備してなる電解槽で、塩化物イオンを含む水道水から電解によって生成される次亜塩
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素酸を含んでなる水溶液を意味する。また、「洗浄水」とは、本発明による衛生洗浄装置
が具備してなる、洗浄ノズルの吐水口から噴射されて使用者の身体を洗浄する水道水を意
味するものとする。また、「酸性水」とは、本発明による衛生洗浄装置が具備してなる電
解槽で電解によって生成される水溶液であって、好ましくは所望のｐＨに調整されてなる
酸性の水溶液を意味するものとする。さらに、この酸性水に、場合により、本発明による
衛生洗浄装置が具備してなる金属イオン添加槽で金属イオンを添加した水溶液も「酸性水
」に包含されるものとする。また、「アルカリ水」とは、上記酸性水とともに生成され、
排水として処理される水溶液を意味するものとする。また、本発明による衛生洗浄装置の
通水配管を通る、上記した水道水、殺菌水、洗浄水、酸性水、およびアルカリ水を総称し
て「通水液」とよぶものとする。なお、「便器洗浄水」とは、通常に供給される水道水（
上水または中水）を意味するものとする。
【００１３】
衛生洗浄装置
　本発明による衛生洗浄装置は、ボウル面に光触媒層が形成された便器に設置されて用い
られる、吐水口から洗浄水を噴射して使用者の身体を洗浄する洗浄ノズルを備えてなる衛
生洗浄装置であって、その内部に設けられた通水配管が、シリコーンを溶出しない材料で
構成されてなるものである。上記のとおり、この通水配管は従来シリコーンチューブによ
り構成されていた。設置直後、または酸等による洗浄直後は光触媒層の作用により親水化
しているボウル面が、定期的にボウル面に紫外線を照射しているにも係らず、時間の経過
と共に光触媒層の作用を十分に発現せずに、その表面がむしろ撥水化してしまう主な原因
は、この衛生洗浄装置内部に設けられた通水配管から溶出し、この通水配管を通る通水液
に含まれるシリコーン、特に低分子シリコーンであった。このシリコーンが便器ボウル面
に形成された光触媒層の作用を阻害し、ボウル面表面を撥水化させていた。本発明による
衛生洗浄装置によれば、便器ボウル面を撥水化させてしまう原因であるシリコーンが、通
水配管から通水液に溶出しない材料により構成される。これにより光触媒層の表面が撥水
化することを抑止することができる。その結果、長期に亘り、光触媒の機能を維持可能な
衛生洗浄装置が提供される。
【００１４】
　本発明の好ましい態様によれば、便器ボウル面の撥水化を抑制可能な、便器ボウル面に
接触する通水液に含まれるシリコーンの量は７２５ｐｐｂ以下である。シリコーンの量が
この値を下回る限りにおいて、長期間にわたり撥水化が抑制された。よって、本発明にお
いて、「シリコーンを溶出しない材料」とは、シリコーンを含んでいない材料を意味し、
さらにその材料がシリコーンを含んでいる場合であっても、その溶出が、便器ボウル面に
対して１回に接触する通水液に含まれるシリコーン量として７２５ｐｐｂ以下となるもの
である限りにおいて、「シリコーンを溶出しない材料」に包含される。
【００１５】
　本発明において、シリコーンを溶出しない材料としては、シリコーンが溶出せず、好ま
しくは可撓性を有し、摺動抵抗が低く、削れにくいものが挙げられる。具体例としては、
熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、合成ゴム等が挙げられる。
【００１６】
　熱可塑性樹脂の具体例としては、ポリ塩化ビニル、ナイロン、ＰＴＦＥ（ポリテトラフ
ルオロエチレン）、ＰＦＡ（テトラフルオロエチレン・パーフルオロアルキルビニルエー
テル共重合体）、ポリブテン、架橋ポリエチレン、熱可塑性エラストマ（例えば、ポリプ
ロピレン（ＰＰ）と、無架橋エチレンプロピレンゴム、部分または完全架橋エチレンプロ
ピレンジエンゴムとからなるオレフィン系エラストマ（ＴＰＯ）、またはリアクター型Ｔ
ＰＯなどのオレフィン系エラストマ、ポリスチレン（ＰＳ）と、ポリブタジエン、水添ポ
リブタジエン、水添ポリイソプレンとからなるスチレン系エラストマ）等が挙げられる。
また、熱硬化性樹脂の具体例としてはウレタン樹脂が挙げられる。また、合成ゴムの具体
例としては、ポリメチレン型の飽和主鎖を有するもの（例えば、ＥＰＤＭ（エチレンプロ
ピレンジエンゴム））、主鎖に不飽和炭素結合を有するもの（例えば、ＮＢＲ（ニトリル
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ブタジエンゴム）、ＳＢＲ（スチレンブタジエンゴム））、その他のもの（例えば、フッ
素ゴム）等が挙げられる。
【００１７】
　本発明の別の好ましい態様によれば、本発明による衛生洗浄装置は、水道水から殺菌水
を生成する殺菌水生成ユニットと、殺菌水が通る通水配管と、便器洗浄後に便器ボウル面
に殺菌水を噴霧する噴霧ノズルとを少なくともさらに備えてなる。この噴霧ノズルは、便
器を使用した後、便器を洗浄し、便器洗浄水が乾燥する前に、便器ボウル面に殺菌水を噴
霧するものであり、また、便器を使用する前に、便器ボウル面に水道水または殺菌水を噴
霧するものである。
【００１８】
　図１は、本発明による衛生洗浄装置の構成図および通水配管図である。図１において、
水道水は通水配管１１からバルブを介して熱交換器に至る。この熱交換器において、水道
水は加温され、加温された水道水は流路１２を介して、電解槽に至る。
【００１９】
　この電解槽では、一つの態様として、塩素を含む水道水を電気分解して次亜塩素酸を含
む殺菌水を生成する。つまり、電解槽が、殺菌水生成ユニットになる。電解槽で生成され
た殺菌水は、好ましくはバルブ機能付きストレーナを通して固形分を除き、電磁ポンプに
導かれる。電磁ポンプにより加圧された殺菌水は、流量調整器でその圧力が調整されて、
ノズル自体の洗浄用のための洗浄水として通水配管１５を介してノズルに供給される。ま
た、この殺菌水は、おしり洗浄のための洗浄水として通水配管１３を介し、またビデ用洗
浄水として通水配管１４を介して、ノズルに供給されてもよい。
【００２０】
　さらに、上記殺菌水は、後述するように、便器を使用した後、便器を洗浄し、便器洗浄
水が乾燥する前に噴霧し、あるいは便器を長期間（例えば８時間以上）使用しないときに
噴霧し、便器ボウル面を除菌し、清潔状態を維持するための通水液として、通水配管１６
を介して噴霧ノズルに至ることもできる。
【００２１】
　別の態様として、電解槽に至った水道水は、電解槽で通電を行わず、そのままストレー
ナを通り電磁ポンプに導かれる。電磁ポンプにより加圧された水道水は、流量調整器で圧
力が調整されて、おしり洗浄のための洗浄水として通水配管１３を介し、またビデ用洗浄
水として通水配管１４を介して、ノズルに供給される。また、この水道水は、ノズル自体
の洗浄用のための洗浄水として通水配管１５を介してノズルに供給されてもよい。
【００２２】
　さらに別の態様として、上記水道水は、後述するように、便器使用前に便器ボウル面に
噴霧し、便器ボウル面を濡らして汚れが付着しにくくするための通水液として、通水配管
１６を介して噴霧ノズルに至ることもできる。
【００２３】
　本発明にあっては、上記通水配管１１～１６の全てをシリコーンを溶出しない材料によ
り構成する。さらに、バルブ、熱交換器、電解槽、ストレーナ、電磁ポンプ、流量調整器
内の通水配管（図示せず）、およびこれらをつなぐ水道水、洗浄水、殺菌水が通る通水配
管も、シリコーンを溶出しない材料により構成する。
【００２４】
　また、本発明の好ましい態様によれば、電解槽に至る前の水道水が通る通水配管、電解
槽で生成された殺菌水が通る通水配管、通電を行わない電解槽を通過した水道水が通る通
水配管を、熱可塑性エラストマから構成することが好ましい。この態様によれば、一般的
にＡＢＳ樹脂で作成される洗浄ノズルに、配管成分が溶出したとしてもその影響が少なく
、洗浄ノズルの強度が低下する等の問題も生じないことから好ましい。熱可塑性エラスト
マの具体例としては、オレフィン系熱可塑性エラストマ、スチレン系熱可塑性エラストマ
等が挙げられる。
【００２５】
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　本発明による衛生洗浄装置が設置されて用いられる便器の表面には、光触媒層（光触媒
を含んでなる層）が設けられている。この光触媒層は、光励起によって分解作用および／
または親水化作用を有するものとなる。このような作用を有する光触媒は公知であり、ま
た便器の表面に光触媒層を形成する方法も公知である。従って、光触媒層は、これら公知
の光触媒および方法に従って設けることができる層を意味し、また今後当業者に光触媒層
として理解される層をも意味する。さらに、光触媒に加えてその活性を改善あるいは改良
するために他の成分が添加された層も、本発明において光触媒層という。光触媒層を形成
する公知の方法としては、特開平９－７８６６５号公報、ＷＯ９６／２９３７５号公報に
記載の方法などが挙げられる。
【００２６】
洗浄水乾燥前の便器洗浄
　本発明の一つの態様によれば、本発明による衛生洗浄装置は、洗浄水が洗浄ノズルの吐
水口から噴射された後、光触媒層が形成されてなる便器ボウル面に水滴として付着した洗
浄水が乾燥する前に、便器ボウル面を洗浄する便器洗浄手段をさらに有してなることが好
ましい。この便器ボウル面の洗浄は、汚物を流す洗浄操作として行われてもよく、それと
は別に、汚物を流すには十分ではないが、便器ボウル面を均一に濡らすに十分な量の水を
供給することにより行われてもよい。また、より好ましくは、使用者の身体を洗浄する洗
浄ノズルから洗浄水が噴射された後、直ちに、便器ボウル面の洗浄が行われることが好ま
しい。
【００２７】
　水道水にも僅かながらシリコーンが含まれている。また、衛生洗浄装置を構成する部材
以外にも便器ボウル面に接触する水にシリコーンを溶出させる部材が存在する場合がある
。通水液に含まれる、このような僅かな量のシリコーンではあるが、これがボウル面に水
滴として付着して残り乾燥すると、その部分が撥水化してしまうおそれがある。このよう
な水滴を本態様の便器洗浄手段により洗い流すことが出来る。そして、便器ボウル面全体
に形成される水膜には、その後、便器ボウル面の上部外側より徐々に下方に落ちて、最終
的には封水に取り込まれる、水引きと呼ばれる現象が生じる。これにより洗浄液に含まれ
ていたシリコーンは、便器ボウル面上に残らず、封水中に移動させることができる。その
結果、洗浄水に含まれるシリコーンに起因する光触媒層の撥水化を抑制することができる
。従って、ここで便器洗浄手段により便器ボウル面を洗浄する水は通常の水道水であって
よい。
【００２８】
便器洗浄後、便器洗浄水乾燥前の殺菌水噴霧
　本発明の別の好ましい態様によれば、本発明による衛生洗浄装置は、水道水から殺菌水
を生成する殺菌水生成ユニットと、殺菌水が通る通水配管と、便器洗浄後に便器ボウル面
に殺菌水を噴霧する噴霧ノズルとをさらに備えてなり、噴霧ノズルが、便器洗浄後、便器
洗浄水が乾燥する前に、殺菌水を噴霧するものとされる。この構成が付加された本発明に
よる衛生洗浄装置は、図１を用いて説明したとおりである。
【００２９】
水垢除去のための酸性水噴霧
　本発明のさらに別の好ましい態様によれば、本発明による衛生洗浄装置は、酸性水また
はアルミニウムイオン含有酸性水を生成するユニットをさらに備えてなり、好ましくは、
噴霧ノズルが、便器洗浄後、便器洗浄水が乾燥する前に、酸性水またはアルミニウムイオ
ン含有酸性水を噴霧するものとされる。この構成が付加された本発明による衛生洗浄装置
を、図２を用いて説明する。
【００３０】
　図２は、本発明のさらに別の態様の衛生洗浄装置を表わしたものであり、図１に示した
衛生洗浄装置が、酸性水を生成するための電解槽と、好ましくは生成した酸性水に金属イ
オン（たとえば、アルミニウムイオン）を添加するための金属イオン添加槽（たとえば、
アルミ槽）とをさらに備えた衛生洗浄装置である。図１と同一の名称を付した各構成につ
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いては両者は同一のものであり、図１と共通する通水配管についてはその符号を省略した
。本態様での噴霧ノズルからの酸性水またはアルミニウムイオン含有酸性水噴霧について
説明する。水道水は通水配管１１からバルブを介して熱交換器に至る。この熱交換器にお
いて、水道水は加温され、加温された水道水は通水配管１２を介して、電解槽に至る。こ
の電解槽には通電が行われず、水道水は、そのままストレーナを通り電磁ポンプに導かれ
る。電磁ポンプにより加圧された水道水は、流量調整器で圧力が調整されて、通水配管２
１を介して第二の電解槽に至る。この第二の電解槽によって、たとえば塩素を含む水道水
を電気分解して次亜塩素酸を含む殺菌水を生成し、好ましくは所望のｐＨに調整して、酸
性水を生成することができる。これにより、例えばより殺菌力のある殺菌水が得られる。
所望のｐＨに調整された酸性水は流路２２を介して流路切替ユニットに至り、次いで流路
２４を介してアルミ槽に至る。アルミ槽では、前記所望のｐＨに調整された酸性水にアル
ミニウムイオンが添加される。これにより、ケイ酸重合を抑制し、水垢を容易に除去可能
なものとする（特願２０１２－０２９０１５号参照）。アルミニウムイオン含有酸性水は
、流路２５を介して噴霧ノズルに至り、たとえば便器洗浄後、便器洗浄水が乾燥する前に
、噴霧される。なお、電解槽で所望のｐＨに調整された酸性水とともに生成されたアルカ
リ水は流路２３を介して流路切替ユニットに至り、排水として処理される。
【００３１】
　この態様による本発明による衛生洗浄装置にあっては、上記した便器洗浄手段動作後に
、便器ボウル面に残った水が乾燥する前に、殺菌水を噴霧する。噴霧された殺菌水のミス
トは、それが噴霧される前に行われる便器洗浄により便器ボウル面全体に形成された水膜
に対して濡れ広がる。これにより殺菌水は便器ボウル面全体に行き渡ることができ、殺菌
水はその効果を、少ない流量で発揮することができるため好ましい。この態様においても
、水引きの現象が生じるため、水道水に由来し、殺菌水に含まれる可能性あるシリコーン
に起因した光触媒層の撥水化を抑制することができる。本態様によれば、殺菌水の噴霧は
便器ボウル面の便器洗浄水の水引きが始まる前に好ましくは開始されるが、その具体的な
開始時間は、便器の形状、便器表面の材質、並びに便器洗浄水の流れ方および量などに応
じて適宜決定されてよい。例えば、便器洗浄後２分３０秒以内に噴霧を開始することが好
ましい。
【００３２】
　また、この態様にあっては、第二の電解槽で生成された酸性水もしくはアルミニウムイ
オン含有酸性水又はアルカリ水が通る通水配管を、熱可塑性樹脂または合成ゴムから構成
することが好ましい。より好ましい態様によれば、上記酸性水又はアルカリ水が通る通水
配管を、オレフィン系エラストマまたはエチレンプロピレンゴムから構成する。
【００３３】
便器使用前の水道水または殺菌水噴霧
　また、本発明のさらに別の好ましい態様によれば、本発明による衛生洗浄装置は、便器
使用前に便器ボウル面に水道水または前記した殺菌水を供給または噴霧する手段を備える
ことができる。使用前に便器ボウル面に水膜が形成されることにより汚れが付着しにくい
との効果を本発明による衛生洗浄装置において享受することができる。また、このための
水道水または殺菌水の供給ノズルは、前記した殺菌水または酸性水を噴霧するノズルと兼
ねて構成してもよい。
【実施例】
【００３４】
　本発明を以下の例に基づいて具体的に説明するが、本発明はこれらの例に限定されるも
のではない。
【００３５】
実施例
　図２に記載の衛生洗浄装置を備え、かつボウル面に光触媒層を有する便器を用いて以下
の試験を行った。運転動作は図３に記載の通りとした。すなわち、使用者がトイレに入室
した後、便器を使用する前に、便器ボウル面に水道水または前記した殺菌水を前記した噴
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霧ノズルから噴霧した（プレミスト）。噴霧は４秒以内で行った。次いで、使用者が着座
し、便器を使用した後、本発明による衛生洗浄装置の洗浄ノズルの吐水口から洗浄水を噴
射して使用者の身体を洗浄した（おしり洗浄）。便器使用後、使用者が離座した後、便器
ボウル面に水滴として付着した前記洗浄水が乾燥する前に、便器ボウル面を洗浄する便器
洗浄手段を動作させた。便器洗浄を行った後、便器洗浄水が乾燥する前に、前記した殺菌
水を前記噴霧ノズルから噴霧した（アフターミスト）。噴霧は便器洗浄を行ってから２分
３０秒以内に開始し、７秒以内で行った。
【００３６】
　図２の衛生洗浄装置を備えた便器において、衛生洗浄装置内の通水配管にシリコーンチ
ューブを用いた場合、便器ボウル面に水に濡れにくい撥水化した領域が観察された。この
領域における光触媒活性をメチレンブルー分解活性指数で評価したところ初期１０を超え
ていたものが４日後の時点で１程度まで低下した。親水性を維持する部分については大き
な低下は見られなかった。
【００３７】
　次に、図２の装置において衛生洗浄装置内のすべてのシリコーンチューブを塩化ビニル
製チューブまたはフッ素系樹脂製チューブに取り換えた。その結果、３．５カ月経過後も
撥水化した領域が便器ボウル面において観察されなかった。
【００３８】
試験例１
試験タイル
　光触媒層を釉薬層上に形成したハイドロタイル（ＴＯＴＯ株式会社製）を用いた。なお
、このタイルの光触媒層は、室温２２．６℃、湿度２８．２％ＲＨにおいて、ＵＶ照射強
度が３００μＷ／ｃｍ２であるとき、メチレンブルー光触媒活性値が１０～１５のもので
ある。
評価方法
　シリコーンチューブ（超音波洗浄を行っていない。）に水を充填し、４日間放置した。
次いで、この充填水を４段階で希釈し（１倍、２倍、４倍および５倍）、シリコーン濃度
の異なる４種類の希釈溶液を用意した。加熱脱着ガスクロマトグラフ質量分析計（ＴＤＳ
－ＧＣ／ＭＳ）を用いてシリコーン量を測定したところ、それぞれのシリコーン量は約３
６００ｐｐｂ、約１８００ｐｐｂ、約９００ｐｐｂ、約７２５ｐｐｂ、であった。各希釈
充填水（２００μｌ）を上記試験タイル上に滴下した。次いで、自然乾燥させ、２時間後
、タイルに蒸留水を垂らして接触角を測定した。
結果
　得られた接触角と、シリコーン量とから最小二乗法により３０度の接触角を与えるシリ
コーン量を求めたところ、７２５ｐｐｂであった。従って、シリコーン溶出量が７２５ｐ
ｐｂ以下の材料からなる通水配管とすることにより、便器ボウル面の撥水化を抑制するこ
とができることが示された。
【００３９】
試験例２
　材質の異なる複数のチューブにおけるシリコーン溶出量を測定するために、シリコーン
チューブ、通水超音波処理した同チューブ、温水処理（９０℃×４時間）した同チューブ
、未処理の塩化ビニル系チューブ、通水超音波洗浄した同チューブ、未処理のエラストマ
ーチューブ、温水９０℃×４時間処理した同チューブ、通水超音波洗浄した同チューブ、
通水超音波洗浄したＰＦＡチューブ、通水超音波洗浄したＰＴＦＥチューブ、通水超音波
洗浄したフッ素系ポリマーチューブ各チューブに水道水を充填し（５０℃×１２時間）、
加熱脱着ガスクロマトグラフ質量分析計（ＴＤＳ－ＧＣ／ＭＳ）を用いてシリコーン量を
測定した。その結果、７２５ｐｐｂを超えるシリコーン量の溶出が確認されたのは、シリ
コーンチューブ（ノズルチューブ）、通水超音波処理又は温水処理（９０℃×４時間）し
たシリコーンチューブであり、他のチューブでは７２５ｐｐｂを大きく下回り、実質的に
ほとんどシリコーンの溶出は測定されないレベルであった。また、これらは水道水のシリ
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【図１】 【図２】
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